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資料編 
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１．男女共同参画に関する出来事   

 年 世界の動き 国の動き 県の動き 東浦町の動き 

昭和 50 年 

（1975年） 

国際婦人年 

「世界行動計画」

採択（国際婦人年

世界会議・メキシ

コ） 

「婦人問題企画

推進本部」設置 

  

昭和 51 年 

（1976年） 

  「青少年婦人室」

設置 

 

昭和 52 年 

（1977年） 

 「国内行動計画」

策定 

  

昭和 54 年 

（1979年） 

「女子に対する

あらゆる差別の

撤廃に関する条

約（女子差別撤廃

条約）」採択（第

34 回国連総会・

アメリカ） 

「女子差別撤廃

条約」署名 

  

昭和 59 年 

（1984年） 

  「日本女性会議」

第１回大会が名

古屋市で開催 

 

昭和 60 年 

（1985年） 

「ナイロビ将来

戦略」採択（第３

回世界女性会

議・ナイロビ） 

「女子差別撤廃

条約」批准 

「男女雇用機会

均等法」公布 

  

昭和 61 年 

（1986年） 

 「男女雇用機会

均等法」施行 

  

平成元年 

（1989年） 

  「あいち女性プ

ラン」策定 

 

平成４年  「育児・介護休業   
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 年 世界の動き 国の動き 県の動き 東浦町の動き 

（1992年） 法」施行 

平成６年 

（1994年） 

 総理府に「男女共

同参画室」新設 

  

平成７年 

（1995年） 

「北京宣言」及び

「行動綱領」採択

（第４回世界女

性会議・中国） 

   

平成８年 

（1996年） 

 「男女共同参画

2000 年プラン」

策定 

愛知県女性総合

センター「ウィル

あいち」開館 

 

平成９年 

（1997年） 

 「男女共同参画

審議会」設置 

「あいち男女共

同参画 2000 年プ

ラン」策定 

 

平成 11 年 

（1999年） 

 「男女共同参画

社会基本法」制定 

  

平成 12 年 

（2000年） 

「政治宣言」及び

「北京宣言及び

行動綱領実施の

ための更なる行

動とイニシアテ

ィブ（成果文書）」

採択（女性 2000

年会議・アメリ

カ） 

「男女共同参画

基本計画」策定 

 「ひがしうら女

性プラン」策定 

平成 13 年 

（2001年） 

 内閣府に「男女共

同参画局」設置 

「配偶者からの

暴力の防止及び

被害者の保護に

関する法律（DV

防止法）」制定 

「あいち男女共

同参画プラン 21

～個性が輝く社

会をめざして～」

策定 

 



50 

 年 世界の動き 国の動き 県の動き 東浦町の動き 

平成 14 年 

（2002年） 

  「愛知県男女共

同参画推進条例」

施行 

「男女共同参画

に係る住民意識

調査」実施 

平成 15 年 

（2003年） 

 「次世代育成支

援対策推進法」施

行 

 男女共同参画プ

ラン策定懇話会 

開催 

平成 16 年 

（2004年） 

 

 DV 防止法一部改

正 

「配偶者暴力防

止法に基づく基

本方針」策定 

 「東浦町男女共

同参画プラン」～

いきいきふれあ

いのまち東浦～

策定 

平成 17 年 

（2005年） 

第 49 回国連婦人

の地位委員会（北

京+10）採択 

「男女共同参画

基本計画（第２

次）」策定 

「女性の再チャ

レンジ支援プラ

ン」策定 

「配偶者からの

暴力防止及び被

害者支援基本計

画」策定 

 

平成 18 年 

（2006年） 

 「男女雇用機会

均等法」改正 

「女性の再チャ

レンジ支援プラ

ン」改訂 

「あいち男女共

同参画プラン 21

～個性が輝く社

会をめざして～

（改訂版）」策定 

 

平成 19 年 

（2007年） 

「ニューデリー

閣僚共同コミュ

ニケ」採択（第２

回東アジア男女

共同参画担当大

臣会合・ニューデ

リー） 

「男女雇用機会

均等法」改正施行 

「仕事と生活の

調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）

憲章」及び「仕事

と生活の調和推

進のための行動

指針」策定 

「愛知県少子化

対策推進条例」施

行 

「女性のチャレ

ンジ相談」開始 
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 年 世界の動き 国の動き 県の動き 東浦町の動き 

平成 20 年 

（2008年） 

「ジェンダー平

等及び女性のエ

ンパワーメント

のための資金調

達」採択（第 52

回国連婦人の地

位委員会・アメリ

カ） 

「配偶者暴力防

止法に基づく基

本方針」見直し 

「愛知県配偶者

からの暴力防止

及び被害者支援

基本計画（２次）」

策定 

「男女共同参画

に関する意識調

査」実施 

 

 

平成 21 年 

（2009年） 

「HIV/AIDS のケ

ア提供を含む男

女共同の平等な

責任分担」採択

（第 53 回国連婦

人の地位委員会） 

「次世代育成支

援対策推進法」改

正施行 

 男女共同参画プ

ラン策定委員会、

男女共同参画プ

ラン策定作業部

会 設置 

平成 22 年 

（2010年） 

 「育児・介護休業

法」改正施行 

「第３次男女共

同参画基本計画」

策定 

 「男女共同参画

に係る住民意識

調査」実施 

平成 23 年 

（2011年） 

UN Women（ジェン

ダー平等と女性

のエンパワーメ

ントのための国

連機関）正式発足 

 「あいち男女共

同参画プラン

2011-2015 多様

性に富んだ活力

ある社会をめざ

して」策定 

「第２次東浦町

男女共同参画プ

ラン」策定 

平成 25 年 

（2013年） 

 「配偶者からの

暴力の防止及び

被害者の保護等

に関する法律」改

正 

「配偶者からの

暴力防止及び被

害者支援基本計

画（第３次）」策

定 

 

平成 27 年 持続可能な開発 「女性活躍推進 「あいち はぐ  
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 年 世界の動き 国の動き 県の動き 東浦町の動き 

（2015年） のための 2030 ア

ジェンダ（SDGs）

採択 

法」制定 

「第４次男女共

同参画推進基本

計画」策定 

みんプラン 

2015-2019」策定 

平成 28 年 

（2016年） 

 

 「育児・介護休業

法」及び「男女雇

用機会均等法」等

の改正 

G7 伊勢・志摩サ

ミット「女性の能

力開花のための

G7 行動指針」及

び「女性の理系キ

ャリア促進のた

めのイニシアテ

ィブ（WINDS）」

に合意 

「あいち男女共

同参画プラン

2020」 

「あいち農山漁

村男女共同参画

プラン 2020」策

定 

「第２次東浦町

男女共同参画プ

ラン 中間見直

し版」策定 

平成 29 年 

（2017年） 

 刑法改正（強姦罪

の構成要件及び

法定刑の見直し

等） 

  

平成 30 年 

（2018年） 

 「働き方改革関

連法」成立 

「政治分野にお

ける男女共同参

画の推進に関す

る法律」制定 

「配偶者からの

暴力防止及び被

害者支援基本計

画（４次）」策定 

 

令和元年 

（2019年） 

G20 大阪首脳宣

言 

「女性活躍推進

法」改正 

「あいち はぐみ

んプラン

2020-2024」策定 

「男女共同参画

に係る住民意識

調査」実施 

令和２年 国連「北京+25」  「日本女性会議」  
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 年 世界の動き 国の動き 県の動き 東浦町の動き 

（2020年） 記念会合（第 64

回国連女性の地

位委員会（ニュー

ヨーク）） 

第 37 回大会が刈

谷市で開催 

令和３年 

（2021年） 

 「第５次男女共

同参画基本計画」

策定 

「あいち男女共

同参画プラン

2025」策定 
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２．東浦町男女共同参画推進委員会運営規則  

平成 26 年３月 31 日規則第 13号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東浦町附属機関設置条例（平成 26 年東浦町条例第２号）第２条の規

定に基づき、東浦町男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員 12 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 女性団体に属する者 

(３) 教育に関係する者 

(４) 福祉に関係する者 

(５) 公募により選考された者 

(６) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員

長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（秘密保持） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画政策部住民自治課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 附 則 

この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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東浦町男女共同参画推進委員会委員名簿  

平成 31 年度（令和元年度）（2019 年度） 

氏名 所属等 

委員長 山﨑 宏子 地域開発みちの会 

副委員長 中村建志郎 人権擁護委員 

 中島 美幸 愛知淑徳大学講師 

 鈴木 恵子 ひがしうら女性の会 

 松下 玲子 社会教育委員会 

 延永 保二 校長会（北部中学校校長） 

 髙見 靖雄 社会福祉協議会 

 外山 淳惠 公募 

 戸張 里美 公募 

 児玉しげみ 公募 

 関  浩二 東浦町商工会 

 安藤  慧 元東浦町男女共同参画プラン策定委員 
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令和２年度（2020 年度） 

氏名 所属等 

委員長 山﨑 宏子 元東浦町男女共同参画プラン策定委員 

副委員長 中村建志郎 人権擁護委員 

 中島 美幸 愛知淑徳大学講師 

 外山 淳惠 地域開発みちの会 

 松下 玲子 社会教育委員会 

 平松 進吾 校長会（藤江小学校校長） 

 鈴木 涼子 社会福祉協議会 

 鈴木 恵子 公募 

 戸張 里美 公募 

 児玉しげみ 公募 

 鈴木 友和 東浦町商工会 

 安藤  慧 元東浦町男女共同参画プラン策定委員 

令和３年度（2021 年度） 

氏名 所属等 

委員長 山﨑 宏子 元東浦町男女共同参画プラン策定委員 

副委員長 中村建志郎 人権擁護委員 

 中島 美幸 愛知淑徳大学講師 

 外山 淳惠 地域開発みちの会 

 松下 玲子 社会教育委員会 

 鈴木 悟志 校長会（西部中学校校長） 

 鈴木 涼子 社会福祉協議会 

 鈴木 恵子 公募 

 戸張 里美 公募 

 児玉しげみ 公募 

 鈴木 友和 東浦町商工会 
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